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税務ＱＡ                      １９．２－１ 

             

    

ＱＱＱＱ１１１１ 平成１９年度税制改正大綱で減価償却制度が大きく変わり１００％償却できるよう

になるということですが、具体的な計算はどのように行うことになりますか。       

    

ＡＡＡＡ  ポイントポイントポイントポイント 

   （１）この抜本見直しにより、「残存価額」及び「償却可能限度額」が撤廃され、法定耐用 

年数経過時点で１００％償却できるようになり､国際的な整合性を確保するものです。 

   （２）具体的な計算については、定額法は取得価額に直接乗じて計算し、定率法は定額法の 

償却率を２.５倍した率を償却率として取得価額（未償却残高）に乗じて計算します。 

 

１１１１．．．．平成平成平成平成１９１９１９１９年度税制改正大綱年度税制改正大綱年度税制改正大綱年度税制改正大綱によるによるによるによる減価償却制度減価償却制度減価償却制度減価償却制度のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直ししししとととと国際比較国際比較国際比較国際比較    

    （（（（１１１１））））減価償却制度減価償却制度減価償却制度減価償却制度のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しししし    

            ①①①①    平成１９年度税制改正大綱による減価償却制度の抜本的な見直しにより、平成１９年４月１ 

日以後に取得をする減価償却資産について、「残存価額」（１０％）が廃止され、「償却可能限

度額」（取得価額の９５％）も撤廃されます。したがって、法定耐用年数経過時点で取得価額

全額（１００％）まで（備忘価額１円を除く）償却することができるようになります。 

 見直し後の定率法の償却率は、定額法の償却率（１／耐用年数）を２．５倍した数とされま

す（２５０％定率法）。そして、その償却率で計算した償却費が、法定耐用年数から経過年数

を控除した期間内に、その時の帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して計算した償却額を

下回るときに償却方法を定率法から定額法に切り替えて償却費を計算します。 

        【【【【減価償却費（償却限度額）の計算方法の比較】 

              現   行              見直し後 

             定額法  （取得価額－残存価額）×償却率       取得価額×償却率 

                定率法  取得価額（又は未償却残高）×償却率 同左（償却率を２５０％定率法に改定） 

    （注）償却率は、耐用年数に応じた減価償却資産の償却率表によります。 

   ②②②② 例えば、法定耐用年数６年の医療機器を１００万円で取得し定率法で減価償却する場合、こ

れまでの制度では、６年経過時点で残存価額１０万円が簿価に残り、さらに償却を続け８年経

過時点で償却可能限度額９５万円まで償却できましたが、５万円の簿価は除却するまで残り、

除却してようやく全額損金算入できました。それが見直しにより６年経過時点で１００％損金

算入が完了することになります（５年目から未償却残高を定額法に切り替え減価償却を計算）。 

   ③③③③    平成１９年３月３１日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却

した事業年度等の翌事業年度以後５年間で均等償却ができることになります。         

    （（（（２２２２））））減価償却制度減価償却制度減価償却制度減価償却制度のののの国際比較国際比較国際比較国際比較（（（（概略概略概略概略））））    

                    下表のように主要国では、残存価額ゼロで１００％償却可能となっています。 
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            日 本   アメリカ   イギリス  ドイツ    フランス  韓 国 

    残存価額    １０％   なし    なし    なし    なし   ５％（注） 

   償却可能限度額  ９５％   １００％  １００％  １００％  １００％  １００％ 

              建 物    定額法    定額法   定額法   定額法   定額法   定額法 

償        定額法・  １５０％又  定率法   定額法・  定額法    定額法・     

却        定率法   は２００％        定率法   償却期間３  定率法 

方 機械装置   選択    定率法          選択    年以上のも  選択 

法             定額法の選             のは定率法 

             択も可能              を選択可能 

                （注）韓国の残存価額５％は定率法を選択した場合で、定額法の場合は残存価額はありません。 

 

２２２２．．．．減価減価減価減価償却償却償却償却費費費費のののの計算計算計算計算のののの現行現行現行現行とととと見直見直見直見直しししし後後後後のののの具体的具体的具体的具体的なななな比較比較比較比較    

    

      取得価額１，０００万円の医療機器の年度ごとの減価償却について、現行と見直し後 

の金額を計算してみましょう。    ○ 法定耐用年数１０年 

○ 減価償却方法 定率法（償却率 現行０．２０６ 見直し後０．２５０） 

         

具体的な償却計算は下表のようになります。     （単位：万円）  

  経過   現行の償却計算   見直し後の償却計算  償却費比較   

年数  償却費①  期末簿価 償却費② 期末簿価  ①と②   

  １  ２０６  ７９４   ２５０  ７５０   ４４ 

  ２  １６４  ６３０   １８７  ５６３   ２３ 

  ３  １３０  ５００   １４１  ４２２   １１ 

  ４  １０３  ３９７   １０６  ３１６    ３ 

  ５   ８２  ３１５    ７９  ２３７   △３ 

  ６   ６５  ２５０    ５９  １７８   △６ （注） 

  ７   ５１  １９９    ４５  １３３   △６ ７年経過時点の簿価１３３ 

  ８   ４１  １５８    ４４   ８９    ３  ①定率法３３ 

  ９   ３３  １２５    ４４   ４５   １１  ②定額法４４（１３３／ 

 １０   ２５  １００    ４５    ０   ２０  （１０－７）） 

 １１   ２１   ７９             △２１  ①＜②より、８年目から定 

 １２   １６   ６３             △１６  額法を採用しています。 

 １３   １３   ５０             △１３ 

 合計  ９５０      １，０００        ５０ 

      現行の制度では、法定耐用年数が経過しても取得価額の１０％１００万円が簿価として残

り、１３年経過してやっと償却可能限度額まで償却できましたが、残りの５０万円は除却す

るまで損金算入ができませんでした。それが見直し後は法定耐用年数経過時点で１００％償

却でき、また取得後３年間で現行より償却費が７８万円増え、設備投資費用の早期回収に寄

与し、その間の税負担が軽減されることになります。 
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 Ｑ２  昨年は、念願マイホームを取得し、また、医療費もかなりかかりましたので、 

所得税の還付申告をする予定ですが、サラリーマンが還付申告をすることができ 

る場合と医療費控除、住宅ローン減税の概要を教えてください。 

Ａ 

 ポイントポイントポイントポイント    

（１） 大部分のサラリーマンは、年末調整によって所得税が精算されるため確定申告の 

必要はありませんが、下記１１１１のような場合、還付申告をすると税金が還付されます。 

（２） 住宅借入金等特別控除には住民票、給与所得の源泉徴収票をはじめ添付資料の取り 

揃え、医療費控除には控除の対象となる医療費の領収書の集計、添付が必要です。 

（３）必要資料と印鑑を持参し、税務署又は還付申告会場で申告書を作成しますが、分か 

らない点はその場で指導を受けられます。またインターネットで電子申告もできます。 

なお、還付申告については申告期限がなく、年中受付されます。 

 

１１１１．．．．サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマンとととと還付申告還付申告還付申告還付申告    

                サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。 

  （1）多額の医療費を支出したとき 

  （2）一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき 

  （3）旧耐震基準の既存住宅の耐震改修をしたとき 

  （4）配当所得があり配当控除を受けるとき 

  （5）年の中途で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき 

  （6）災害、盗難や横領などで資産に損害を受けたとき 

  （7）特定の寄付をしたとき 

  （8）特定支出控除の適用を受けるとき 

 

２２２２．．．．住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除のののの概要概要概要概要（（（（マイホームマイホームマイホームマイホームをををを新築新築新築新築やややや購入購入購入購入したしたしたした場合場合場合場合））））    

                この特別控除は、住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に 

当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金 

額を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。 

 （（（（１１１１））））住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除のののの適用要件適用要件適用要件適用要件    

            ① 住宅の新築や購入をしてから６ヵ月以内に居住し、各年の１２月３１日まで住んでいること。 

② この特別控除を受ける年の合計所得金額が、３，０００万円以下であること。  

③ 住宅の床面積が５０㎡以上であり、床面積の２分の１以上が自己の居住用に使用するもの。 

④ 住宅の新築や購入のため１０年以上にわたり分割返済する一定の借入金があること。 

 親戚などからの借入金や勤務先からの１％未満の利率による借入金は対象となりません。 

 （（（（２２２２））））住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除住宅借入金等特別控除のののの控除額控除額控除額控除額（（（（居住年居住年居住年居住年がががが平成平成平成平成１８１８１８１８年中年中年中年中のののの場合場合場合場合））））    

     控除期間 住宅借入金の年末残高  適用年    ×控除率   控除額の上限           

１０年  ３，０００万円以下  １～７年目   ×１％     ３０万円 

 の部分        ８～１０年目  ×０．５％   １５万円 
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 （（（（３３３３））））住宅借入金等特別住宅借入金等特別住宅借入金等特別住宅借入金等特別控除控除控除控除をををを受受受受けるためのけるためのけるためのけるための手続手続手続手続きききき    

    住宅借入金等特別控除を受けるためには、      申告申告申告申告にににに必要必要必要必要なななな添付書類添付書類添付書類添付書類    

確定申告書に、この特別控除に関して所定   ①借入金の年末残高等証明書 

の事項の記載をし、家屋、土地の取得状況   ②住民票の写し 

や住宅借入金残高を証明する右記の書類を   ③家屋・土地の登記事項証明書（登記簿謄本） 

添付して所轄の税務署に提出する必要があ   ④売買契約書、建築工事請負契約書の写し 

ります。サラリーマンの場合、給与所得の   ⑤建築確認通知書の写し 

源泉徴収票（原本）も必要です。       ⑥給与所得の源泉徴収票 

    

３３３３．．．．医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除のののの概要概要概要概要    

    （（（（１１１１））））医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる医療費医療費医療費医療費のののの要件要件要件要件    

            ① 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費

であること（同居の所得のある家族分でもその家族の方で控除していなければ対象にできる）。 

② その年の１月１日から１２月３１日までに実際に支払った医療費に限られます。 

 （（（（２２２２））））医療費控医療費控医療費控医療費控除除除除のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる金額金額金額金額（（（（最高最高最高最高２００２００２００２００万円万円万円万円））））    

                支払医療費支払医療費支払医療費支払医療費－－－－保険金保険金保険金保険金などでなどでなどでなどで補補補補てんされるてんされるてんされるてんされる金額金額金額金額－－－－１０１０１０１０万円万円万円万円かかかか所得所得所得所得のののの５５５５％％％％のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか少少少少ないないないない額額額額    

   ※ 保険金などで補てんされる金額とは 

・健康保険法の規定により支給を受ける療養費、出産育児一時金、家族療養費、高額療養費など 

・損害保険契約や生命保険契約で支給される傷害費用保険金や医療保険金、入院費給付金など 

・医療費の補填として支払を受ける損害賠償金や任意の互助組織から支払を受ける給付金 

 （（（（３３３３））））医療費控除医療費控除医療費控除医療費控除のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる医療費医療費医療費医療費    

                医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書を確定申告書に添付するか提示する 

ことが必要です。サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票（原本）も必要です。 

            ① 医師又は歯科医師による診療、治療の対価（ただし、健康診断の費用は含まれません） 

   ② 治療や療養に必要な医薬品購入の対価（ただし、ビタミン剤など病気の予防や健康増進の 

ための医薬品は含まれません） 

   ③ 病医院等に収容されるための人的役務提供の対価（急患や怪我などで病院に運ばれる費用） 

   ④ 治療のためのあん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 

   ⑤ 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価（家政婦に病人の

付添いを頼んだ場合の対価も含みます）。（家族や親類縁者に付添いを頼んだ場合は対象外） 

   ⑥ 助産師による分べんの介助の対価 

   ⑦ 介護保険制度の下で提供された一定の施設、居宅サービスの自己負担額 

   ⑧ 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要な次のような費用 

             イ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の対価として支払う部

屋代や食事代、コルセットなどの医療用具等の購入代や賃借料で通常必要なもの（ただし、

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません） 

    ロ 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入の費用 

    ハ ６ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代で、医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるもの    

     


